
政

府

は

、

２

０

１

０

年

度

か

ら

２

０

１

４

年

度

の

５

年

間

の

定

員

削

減

計

画

の

実

行

で

、

目

標

数

を

大

幅

に

上

回

る

３

２

，

２

０

６

人

の

合

理

化

を

達

成

し

た

と

し

て

い

ま

す

。

そ

し

て

今

回

、

平

成

２

６

年

７

月

２

５

日

「

国

の

行

政

機

関

の

機

構

・

定

員

管

理

に

関

す

る

方

針

」

の

閣

議

決

定

で

「

平

成

２

７

年

度

以

降

対

基

準

年

度

末

定

員

比

で

毎

年

２

％

、

５

年

で

１

０

％

以

上

を

合

理

化

す

る

こ

と

を

基

本

と

す

る

｣

事

を

決

め

ま

し

た

。

し

か

し

、

そ

の

中

で

、

｢

計

画

期

間

中

の

定

員

管

理

｣

と

し

て

、

「

各

府

省

の

自

己

改

革

を

促

進

す

る

観

点

か

ら

、

合

理

化

目

標

数

の

一

部

に

つ

い

て

は

、

内

閣

人

事

局

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

業

務

改

革

の

定

員

合

理

化

の

具

体

的

な

取

り

組

み

と

併

せ

て

再

配

置

の

要

求

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

｣
と

新

た

な

増

員

に

つ

い

て

認

め

る

こ

と

も

確

認

さ

れ

て

い

ま

す

。こ

の

閣

議

決

定

前

７

月

３

日

に

行

わ

れ

た

国

公

労

連

と

内

閣

人

事

局

と

の

交

渉

で

、

内

閣

人

事

局

は

「

５

年

１

０

％

の

位

置

づ

け

は

、

内

閣

の

重

要

政

策

に

対

応

で

き

る

体

制

・

人

材

を

再

配

置

。

そ

の

た

め

に

、

ま

ず

は

毎

年

２

％

の

定

員

に

つ

い

て

い

っ

た

ん

合

理

化

し

て

、

そ

の

な

か

で

必

要

な

部

署

に

再

配

置

さ

せ

て

い

た

だ

く

こ

と

を

考

え

て

い

る

。

」

と

回

答

し

て

い

ま

す

。

一

方

、

国

土

交

通

省

は

「

再

配

置

の

項

目

で

新

た

な

増

員

が

で

き

る

。

理

論

的

に

は

増

員

の

可

能

性

が

無

い

わ

け

で

は

な

い

」

「

２

７

年

度

が

重

要

と

の

話

は

わ

か

る

部

分

も

あ

る

。

ま

ず

は

１

２

月

の

予

算

の

段

階

に

向

け

て

努

力

し

て

い

き

た

い

」

と

本

省

折

衝

で

回

答

し

て

い

ま

す

。

そ

し

て

、

概

算

要

求

し

た

の

が

下

の

表

の

数

字

で

す

。

こ

れ

ま

で

と

違

う

の

は

、「

業

務

改

革

に

よ

る

定

員

再

配

分

」

の

増

員

が

内

閣

人

事

局

に

認

め

ら

れ

て

い

る

と

こ

ろ

で

す

。

こ

れ

ま

で

の

実

態

は

、

増

員

数

が

削

ら

れ

、

結

果

と

し

て

マ

イ

ナ

ス

査

定

に

な

っ

て

い

ま

す

。

職

場

の

定

削

は

限

度

を

超

え

て

お

り

「

職

員

を

増

や

し

て

ほ

し

い

」

と

悲

鳴

に

も

近

い

声

が

上

が

っ

て

い

ま

す

。

大

蔵

海

岸

陥

没

事

故

の

最

高

裁

判

決

が

出

さ

れ

「

国

の

管

理

す

る

海

岸

・

河

川

・

道

路

等

で

、

自

治

体

・

民

間

が

占

用

し

て

い

る

物

件

で

あ

っ

て

も

、

そ

の

管

理

責

任

は

国

に

ま

で

及

ぶ

」

と

し

、

個

人

が

刑

事

被

告

人

に

な

り

う

る

と

し

て

い

ま

す

。

現

在

の

事

務

所

・

出

張

所

の

職

場

実

態

で

は

、

十

分

な

管

理

体

制

が

と

れ

ず

、

い

つ

何

時

事

故

な

ど

が

発

生

し

、

第

一

線

の

管

理

職

員

が

刑

事

被

告

人

の

席

に

座

ら

せ

ら

れ

る

可

能

性

も

あ

り

ま

す

。

各

地

整

の

事

務

所

長

・

副

所

長

会

議

等

で

「

職

員

を

増

や

し

て

ほ

し

い

」

と

い

う

声

を

地

整

当

局

に

上

げ

さ

せ

、

各

地

整

か

ら

も

本

省

に

「

職

員

を

増

や

し

て

ほ

し

い

」

の

声

が

届

く

よ

う

に

運

動

を

展

開

し

ま

し

ょ

う

。

ユ

ニ

オ

ン

は

、

内

閣

人

事

局

に

対

し

て

「

要

求

書

」

を

提

出

し

、

団

体

交

渉

を

申

し

入

れ

団

体

交

渉

で

追

及

し

て

い

き

ま

す

。

定

削

数

を

一

人

で

も

上

回

る

増

員

を

勝

ち

取

り

ま

し

ょ

う

ＮＯ．２３３
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平成27年度定員で

削減数を一人でも上回る増員の実現を
業
務
改
革
に
よ
る
定
員
再
配
分

新
た
な
増
員
要
求
枠
が
設
定

国

交

管

ユ

ニ

オ

ン

は

、

連

年

の

定

員

削

減

に

よ

り

長

時

間

労

働

や

労

働

強

化

が

進

み

、

在

職

死

亡

や

メ

ン

タ

ル

で

の

休

職

が

多

発

す

る

異

常

な

職

場

実

態

を

改

善

す

る

た

め

に

、

今

年

度

を

増

員

元

年

と

し

て

、

増

員

実

現

の

運

動

を

取

り

組

ん

で

い

ま

す

。

４
月
期
昇
格
発

令
結
果(

裏
面)

管理職員等アンケート

の協力ありがとうござ

いました。

集計結果は後日お知ら

せします。

（まだ、受け付けています）（まだ、受け付けています）（まだ、受け付けています）（まだ、受け付けています）

内閣府提

示の要求

上限

復興関連

などの時

限つき要

員数

業務改革

による定

員再配分

要求総数

定員合理

化数

差し引き

新規増員

数

定員合理

化数

差し引き

平成２６年度 1,171 265 ー 1,436 1,061 375 694 1,106 -412

平成２７年度 937 91 470 1,498 1,245 253

概算要求時の定員要求と決定定員数

概算要求時 決定

職
場
か
ら
の

「職
員
を
増
や
せ
」
の
声
を

本
省

・
内
閣
府
人
事
局
に
届
け
よ
う



【
６
級
昇
格
】

今

回

の

四

月

期

発

令

の

結

果

、

２

７

５

名

の

平

成

２

６

年

度

末

に

定

年

退

職

者

す

る

管

理

職

員

な

ど

の

内

、

２

６

１

名

が

６

級

以

上

の

級

で

定

年

退

職

を

迎

え

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

管

理

職

ポ

ス

ト

で

は

２

名

の

出

張

所

長

が

未

発

令

に

な

っ

て

い

ま

す

。

中

で

も

、

ポ

ス

ト

歴

３

年

、

在

級

２

年

に

も

関

わ

ら

ず

２

６

年

度

定

年

退

職

者

の

出

張

所

長

が

未

発

令

。

そ

の

一

方

で

出

張

所

長

の

中

抜

き

発

令

が

さ

れ

て

い

ま

す

。

今

後

の

発

令

に

向

け

て

引

き

続

き

全

員

の

６

級

発

令

を

追

及

し

て

い

き

ま

す

。昨

年

に

引

き

続

き

定

年

退

職

２

年

前

の

課

長

の

６

級

発

令

が

さ

れ

ま

せ

ん

で

し

た

。

こ

れ

は

、

｢

出

張

所

長

・

課

長

・

官

ポ

ス

ト

の

昇

格

発

令

に

差

を

つ

け

る

｣

と

い

う

当

局

の

方

針

に

よ

る

も

の

で

す

。

こ

の

結

果

、

出

張

所

長

は

定

年

退

職

１

年

前

、

課

長

は

定

年

退

職

１

８

ヶ

月

前

、

事

務

所

官

ポ

ス

ト

は

定

年

退

職

２

年

前

の

発

令

基

準

が

設

け

ら

れ

つ

つ

あ

り

ま

す

。１

０

月

発

令

で

き

る

定

数

が

あ

れ

ば

４

月

発

令

も

可

能

で

あ

る

こ

と

は

、

当

局

も

否

定

し

て

い

ま

せ

ん

。

格

差

温

存

の

た

め

だ

け

に

課

長

６

級

発

令

を

半

年

間

遅

ら

し

て

い

る

の

で

す

。

こ

れ

で

は

｢

全

体

と

し

て

悪

く

な

る

｣

方

向

の

努

力

と

し

か

理

解

で

き

ま

せ

ん

。

「

管

理

職

員

等

の

ポ

ス

ト

」

で

は

１

２

名

の

管

理

職

員

等

が

６

級

未

昇

格

で

す

。

未

昇

格

の

管

理

職

員

等

の

大

半

を

建

設

専

門

官

と

局

補

佐

が

占

め

て

い

ま

す

が

、

退

職

時

に

官

ポ

ス

ト

に

い

る

か

管

理

職

ポ

ス

ト

に

い

る

か

に

よ

っ

て

、

昇

格

に

格

差

を

持

ち

込

ま

れ

い

る

実

態

は

問

題

で

す

。

一

方

「

管

理

職

員

等

ポ

ス

ト

」

の

中

で

も

、

事

務

所

官

ポ

ス

ト

は

、

ほ

と

ん

ど

が

定

退

２

年

前

ま

で

に

発

令

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

事

務

、

技

術

、

用

地

の

職

種

ご

と

で

も

、

Ｓ

２

９

～

Ｓ

３

６

年

生

の

幅

が

あ

り

各

地

整

に

よ

り

基

準

が

あ

い

ま

い

で

す

。

【
５
級
昇
格
】

局

補

佐

、

建

設

専

門

官

は

Ｓ

４

０

年

生

以

前

（

近

畿

は

Ｓ

４

１

年

生

以

前

）

か

ら

事

務

所

課

長

は

概

ね

Ｓ

３

９

年

生

以

前

、

出

張

所

長

は

Ｓ

３

８

年

生

以

前

か

ら

の

発

令

と

な

っ

て

お

り

、

昨

年

と

同

様

な

発

令

年

齢

と

な

っ

て

い

ま

す

。

①

ユ

ニ

オ

ン

は

、

誰

で

も

５

５

歳

ま

で

に

６

級

昇

格

、

当

面

定

年

退

職

２

年

前

ま

で

に

６

級

昇

格

で

き

る

よ

う

に

定

数

改

善

や

職

責

の

評

価

を

見

直

す

こ

と

を

人

事

院

や

国

土

交

通

省

当

局

に

要

求

を

し

て

い

ま

す

。

職

場

で

は

、

組

織

や

業

務

の

内

容

が

こ

れ

ま

で

以

上

に

高

度

に

広

域

・

複

雑

化

し

て

い

ま

す

。

そ

れ

に

よ

っ

て

こ

れ

ま

で

課

長

は

ワ

ン

ラ

ン

ク

ア

ッ

プ

し

て

い

ま

す

が

、

事

務

所

長

は

三

ラ

ン

ク

か

ら

四

ラ

ン

ク

ア

ッ

プ

と

な

っ

て

い

る

実

態

も

あ

り

、

事

務

所

長

並

み

の

評

価

替

え

を

追

及

し

ま

す

。

②

当

面

は

、

副

所

長

課

長

・

出

張

所

長

、

地

方

測

量

部

課

長

の

評

価

替

え

を

当

面

の

重

点

と

し

て

取

り

組

み

ま

す

。

特

に

、

昨

年

よ

り

品

確

課

長

な

ど

の

ポ

ス

ト

が

複

数

の

事

務

所

の

業

務

を

行

っ

て

い

る

実

態

な

ど

が

あ

り

、

そ

れ

を

人

事

院

に

訴

え

て

き

ま

し

た

。

そ

の

結

果

、

人

事

院

は

｢

他

の

事

務

所

の

分

も

含

め

て

や

っ

て

い

る

の

で

あ

れ

ば

、

評

価

は

出

来

る

。

職

責

が

高

く

な

っ

て

い

る

の

は

分

か

る

｣

と

の

回

答

も

し

て

い

ま

す

。

ま

た

、

人

事

院

は

｢

課

長

の

職

責

は

上

が

っ

て

は

い

る

が

、

事

務

所

で

の

ポ

ス

ト

が

増

え

て

お

り

、

事

務

所

長

ほ

ど

の

評

価

替

え

は

考

え

ら

れ

な

い

｣

と

も

回

答

し

て

い

ま

す

。

③

今

後

、

秋

に

向

け

た

級

別

定

数

改

善

の

た

め

の

人

事

院

交

渉

で

は

こ

れ

ら

の

ポ

イ

ン

ト

を

重

点

に

追

及

し

て

い

く

こ

と

と

し

ま

す

。

な

お

、

人

事

院

は

「

見

直

し

の

対

象

と

す

る

か

は

当

局

の

対

応

」

と

も

回

答

し

て

お

り

、

国

土

交

通

省

当

局

に

も

、

こ

れ

ま

で

以

上

に

ポ

ス

ト

の

評

価

替

え

、

定

数

拡

大

に

熱

心

に

な

っ

て

も

ら

う

必

要

が

あ

り

ま

す

。

副
所
長
な
ど
の
評
価
替
え
、
品
確
課
長
な
ど
の

広
域
担
当
課
長
等
に
よ
る
定
数
拡
大
を
重
点
に

誰でも５５歳までに６級昇格を！
当面定年退職２年前までに６級昇格を

ポ
ス
ト
歴
３
年
、
在
級
２
年
で
、
２
６
年
度
定
年
退
職
者
の

出
張
所
長
が
未
発
令
。

一
方
で
出
張
所
長
の
中
抜
き
発
令
も

平

成

２

６

年

度

４

月

期

の

昇

格

発

令

が

６

月

９

日

ま

で

に

全

地

整

で

発

令

さ

れ

ま

し

た

。

ユ

ニ

オ

ン

で

は

発

令

結

果

を

基

に

分

析

を

行

い

、

問

題

点

等

の

評

価

を

行

い

ま

し

た

の

で

報

告

し

ま

す

。

平成２６年度定年退職者の昇格発令状況

２４ヶ月 １８ヶ月 １５ヶ月 １２ヶ月 ６ヶ月

事務所課長 53 15 68

出張所長 2 1 36 2 41

事務所建設専門官 3 7 6 16

事務所官ポスト 6 7 5 1 1 20

副所長 38 0 38

事務所長・管理所長 8 0 8

局・補佐 5 5

局・課長 3 0 3

局・官ポスト 64 0 64

地理 11 1 0 12

計 133 10 59 59 0 14 275

定年退職前６級昇格発令時期

計役　　職 既６級 未発令

　平成２６年度　昇格発令結果　平成２６年度　昇格発令結果　平成２６年度　昇格発令結果　平成２６年度　昇格発令結果

不明 その他 計

２４ヶ月前 １８ヶ月前 １５ヶ月前 １２ヶ月前 小計

事務所課長 (63) 15(13)  15(76) 1 16 事務所課長 141

出張所長 (3) ３6（31） 36(34) 4 40 出張所長 47

建設専門官  7 （3） 7(3) 7 事務所建設専門官 21

事務所官ポスト 15(14)  1  (2) １６（１６） 3 21 40 局・建設専門官 42

副所長 0 0 課長補佐 69

局・建設専門官 (1) (1) 2 2 0

計 15 0 59 74 4 27 105 320

(　)書は昨年発令 17 63 50 130 31 161 408

役　職 役　職 発令数

2014.4.1現在2014.4.1現在2014.4.1現在2014.4.1現在

不明

定　年　退　職

６　級　昇　格 ５級昇格

計

未調査あり


